
尼崎市のふるさと納税制度を
活用した寄付金のお願い

特定非営利活動法人MixRainbow への支援としてふるさと納税制度を活用したご寄付してい
ただけるようになりました。
尼崎市のNPO活動促進事業の一貫で、尼崎市に対するふるさと納税を行っていただく際の
ご寄付先にMixRainbow を選んでいただけます。
寄付金は「ふるさと納税」として扱われ、税控除の対象となります。

ウェブサイト「ふるさとチョイス」の尼崎市
に対する「お礼の品不要の寄付」の中より支
援先としてMixRainbow をお選びください。
▼決済方法：クレジット決済（QR決済含）

▼締切：令和 5年 12月 31 日（日）まで

①ウェブサイトから
下記の寄付申込用紙をダウンロードし、郵送・
ファクス・メール・持参のいずれかの方法で
協働推進課までお申込みください。特定非営
利活動促進基金への寄付金申込は専用申込用
紙となります。
▼決済方法：納付書／口座振込／現金

▼締切：令和 5年 12月 19 日（火）まで
　　　　尼崎市　協働推進課必着

② 専用申込用紙によるお申込み

詳細は尼崎市のウェブサイトよ
りご確認ください。

■寄付金に対する税法上の優遇措置について
①個人の場合
自治体に対して、通常 2,000 円を超える寄付を行った場合、自己負担額の 2,000 円
を除いた額について個人住民税と所得税から控除を受けることができる制度です。
税の控除を受けるには、「ワンストップ特例制度」に関する申請書のご提出、寄付し
た年の翌年（3月 15 日まで）に最寄りの税務署で確定申告が必要となります。

②法人の場合
寄付金額の全額を損金に算入することができます。詳しくは税務署にお問い合わせ
ください。

ご寄付について

（注意）
NPO活動促進事業でのふるさと納税を通じたご寄付に対して、記念品（返礼品）の送付は行っておりません。

NPO活動促進基金は、皆さまから寄せられた寄付金をNPO法人に交付することで、地域の課題解決や魅力向上の
取組を推進するために創設された事業です。

「ふるさとチョイス」
の使い方は裏面に詳
細を記載していま
す。

■詳細
尼崎市のウェブサイトの、
「寄附金税額控除について」
のページを御覧ください。



■詳細
尼崎市のウェブサイトの、
「寄附金税額控除について」
のページを御覧ください。

ウェブサイト「ふるさとチョイス」の使い方案内
［1］表面の①のQRコードを読み込む
（またはウェブブラウザで「ふるさとチョイス」を検索し、
地域を探す項目から尼崎市を選択）

［2］「お礼の品」不要の寄付をするをクリック

［3］ 寄附金額を入力し、「寄付をする」をクリック

［4］ 寄付金の使い道を選択の中で、
09. ふるさと納税制度を活用したNPO法人
応援制度「NPO法人MixRainbow」を選択

［5］次へ進むをクリックし、その他必要情報
等を入力してお手続きを進めてください


